
 

 

第１３９回山形市都市計画審議会 

意 見 聴 取 資 料 
 

 

 意見聴取資料目次  
 

 

   山形市景観計画の変更 
 
    ◇ 山形市景観計画の変更について……………………………………………………………１ 
 
    ◇ 景観法第９条及び解釈（抜粋）……………………………………………………………４ 
    
    ◇（参考）山形市景観計画抜粋…………………………………………………………………５ 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



山形市景観計画の変更について 
 

１ 計画変更の目的 

  山形市では、景観法に基づく「山形市景観計画」を策定し、良好な景観の形成のための基本

方針を定めるとともに、９つの景観類型を設定し、それぞれの景観類型に応じた景観形成方針

や基準を定め、地域特性に応じたより一層特色ある景観まちづくりを推進しています。 

  現在、山形市では産業の活性化と魅力ある雇用機会の創出のため、（仮称）山形北インター

産業団地開発事業を進めており、令和８年度の分譲開始を目指して、実施設計や各種法定手続

きを進めています。 

  山形市景観計画における（仮称）山形北インター産業団地の予定区域については、景観類型

を『果樹・田園景観』に分類し、伝統や地域特性を生かした集落全体の景観形成を推進してお

りますが、今後は、周囲の田園や果樹園の景観と調和する工業・産業団地として景観形成を進

めていく必要があります。 

  以上のことから、当該予定区域の景観類型を『果樹・田園景観』から『田園内産業景観』に

変更し、景観類型ごとに定める方針や基準に基づいた景観誘導を行うものです。 

 

２ 景観類型を変更する区域の概要 

（１）景観類型を変更する区域 

   下図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）面積 

   約２２．４ｈａ 
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３ 山形市景観計画新旧対照表                     変更箇所： 

頁 12、13 

変更前 

 

変更後 

 

 

【景観類型】

変更前 果樹・田園景観

【景観類型】

変更後 田園内産業景観
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頁 22 

変更前 

 

変更後 
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景観法第９条及び解釈（抜粋） 

 

〇景観法 

（策定の手続）  

第九条  景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民

の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、都市計画区域又は準都市計画区域に係る

部分について、あらかじめ、都道府県都市計画審議会（市町村である景観行政団体に市町村都市

計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会）の意見を聴かなければならな

い。 

３～７ 略 

８ 前各項の規定は、景観計画の変更について準用する。 

 

【解説】 

景観計画で定める良好な景観の形成に関する内容は都市計画の内容にも関係し、かつ、景観

計画には土地利用等に関する制限等を定めることとなることから、都市計画区域又は準都市計

画区域に係る内容について、あらかじめ、都道府県都市計画審議会（市町村が定める景観計画

については、当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合には、当該市町村都市計

画審議会）の意見を聴かなければならない。 
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【参考】山形市景観計画 １２ページ・１３ページ 抜粋 
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【参考】山形市景観計画 ２２ページ・２３ページ 抜粋 
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